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　井手町敬老祝賀式が、１０月８日（金）、府立山城勤労者福祉会

館で開催されました。

　同式は、お年寄りの長寿を祝い、一日を楽しく過ごしてもら

おうと、井手町と町社会福祉協議会（中坊溥会長）の主催で毎

年行われています。

　当日は、井手町在住の７０歳以上のお年寄り、１,６６８人（男性７

０１人、女性９６７人）を対象に行われ、このうち５６３人の方々が出

席されました。

　式典では、９５歳になられた７人を代表して、西村彦嗣さん

（西部区）が汐見町長から表彰状とお祝いの毛布を受け取られ

ました。また、満８８歳（３０人）の米寿の方々には京都府知事か

ら、７７歳（８７人）の喜寿の方々には、町社協会長から長寿を祝

う記念品が贈られました。

　第２部には『素人演芸会』が行われ、日本舞踊やカラオケな

どが披露されました。このほかにも、いづみ保育園の園児た

ちがやさい音頭を披露し、長寿のお祝いに華を添えました。

広報

井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀井手町敬老祝賀式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆さささささささささささささささささささささんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつまままままままままままままままままままままでででででででででででででででででででででももももももももももももももももももももも～皆さんいつまでもおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元気気気気気気気気気気気気気気気気気気気気気ででででででででででででででででででででで～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～元気で～



2010-11 広報いで ２

いでのまちかいでのまちかどど

ウオッチング

　
　
月
３
日
（
日
）、
井
手
町
体
育

１０
協
会
（
山
本
一
男
会
長
）
主
催
の

「
第
　
回
町
民
体
育
大
会
」
が
、
泉

３９
ヶ
丘
中
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
行
わ

れ
ま
し
た
。

あいさつをする
汐見町長

　
　
月
　
日
（
火
）、
玉
川
保
育
園

１０

１９

で
「
人
権
の
花
」
伝
達
式
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

　
こ
の
取
り
組
み
は
、
花
の
栽
培

を
通
じ
て
、
命
の
大
切
さ
や
他
人

へ
の
思
い
や
り
な
ど
に
つ
い
て
考

え
る
機
会
に
し
よ
う
と
、
法
務
省

と
全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
が

毎
年
行
っ
て
い
る
事
業
で
、
京
都

府
で
は
、
ス
イ
セ
ン
が
人
権
の
花

に
選
ば
れ
て
い
ま
す
。

　
会
場
に
は
町
人
権
擁
護
委
員
ら

が
訪
問
し
、「
お
花
に
お
水
を
あ
げ

て
下
さ
い
。
ま
た
お
友
達
と
い
つ

も
仲
良
く
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
う

し
た
ら
き
っ
と
き
れ
い
な
花
が
咲

き
ま
す
。」と
園
児
に
呼
び
か
け
ま

し
た
。

　
園
児
ら
が
球
根
を
植
え
た
後
、

園
児
全
員
か
ら「
今
日
は
ス
イ
セ
ン

の
球
根
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
み
ん
な
で
大
切
に
育
て
ま
す
」

と
お
礼
の
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
。

　
大
会
に
は
延
べ
２
，
０
０
０
人

が
参
加
し
、
区
対
抗
つ
な
引
き
や

リ
レ
ー
、
大
な
わ
と
び
、
京
都
ギ

ネ
ス
に
挑
戦
の
種
目
リ
レ
ー
ボ
ー

ル
な
ど
様
々
な
種
目
が
行
わ
れ
、

優
勝
を
目
指
し
て
競
い
合
い
ま
し

た
。
大
会
結
果
は
次
の
と
お
り
で

す
。　
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総
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白熱した区対抗つな引き

「
人
権
の
花
」を
　
　

　
咲
か
せ
ま
し
ょ
う

人権擁護委員と一緒にスイセンの球根を
植える園児

恒
久
平
和
を
願
う

井
手
町
戦
没
者
追
悼
式

第
　
回
町
民
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育
大
会
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井
手
町
戦
没
者
追
悼
式
が
、　１０

月
　
日
（
金
）、
自
然
休
養
村
管
理

２２
セ
ン
タ
ー
で
厳
粛
に
行
わ
れ
、
戦

没
者
２
６
１
柱
の
ご
冥
福
を
祈
る

と
と
も
に
、
戦
争
の
な
い
恒
久
平

和
を
誓
い
合
い
ま
し
た
。

　
式
典
に
は
、
遺
族
や
町
内
外
か

ら
の
来
賓
の
方
々
約
１
１
０
人
が

参
列
さ
れ
る
な
か
、
全
員
に
よ
る

黙
と
う
が
さ
さ
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　
汐
見
町
長
は
「
私
た
ち
は
戦
争

の
な
い
世
界
の
恒
久
平
和
の
確
立

に
向
け
て
努
力
す
る
こ
と
が
、
戦

没
者
諸
霊
の
お
心
に
報
い
る
唯
一

の
道
で
あ
る
と
信
じ
て
お
り
ま

す
。
私
は
今
後
も
幅
広
い
住
民
参

親子参加の「親子でファイト！」の様子
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加
の
も
と
策
定
し
た
井
手
町
総
合

計
画
に
基
づ
き
住
民
が
安
心
・
安

全
に
暮
ら
せ
『
生
ま
れ
た
こ
と
住

ん
だ
こ
と
を
誇
れ
る
ま
ち
井
手

町
』
と
し
て
『
豊
か
な
自
然
と
利

便
性
・
快
適
性
と
が
共
存
す
る
新

し
い
ま
ち
』
の
実
現
の
た
め
に
諸

施
策
を
推
進
し
て
ま
い
る
所
存
で

あ
り
ま
す
」
と
式
辞
を
述
べ
、
続

い
て
府
知
事
代
理
の
勝
見
山
城
広

域
振
興
局
長
や
木
村
町
議
会
議

長
、
北
澤
多
賀
地
区
遺
族
会
長
か

ら
追
悼
の
言
葉
が
述
べ
ら
れ
、
参

列
者
一
人
ひ
と
り
が
菊
の
花
を
献

花
さ
れ
ま
し
た
。

　
最
後
に
遺
族
を
代
表
し
て
井
手

地
区
遺
族
会
の
石
本
ヨ
ヲ
さ
ん
か

ら
、
汐
見
町
長
に
式
典
開
催
の
お

礼
の
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
。

　
式
典
後
に
は
記
念
講
演
が
あ

り
、　
井
手
町
遺
族
会
会
員
に
よ

る
「
戦
没
者
遺
族
に
よ
る
慰
霊
友

好
親
善
に
参
加
し
て
」
と
題
し
た

発
表
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

献花の様子



2010-11広報いで１１３

▼

　10月１日（金）、田辺警察署・綴喜交通安全協会井手
支部・役場職員が、下玉川橋で通り過ぎる車に、シート
ベルト・チャイルドシートの着用を呼びかけました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▼

　9月23日（木）、山吹ふれあいセンター図書館で、よ
り本格的な紙芝居を子どもたちに楽しんでもらおうと
自転車紙芝居が企画され、約80人のこどもたちが参加
しました。自転車に乗った昔ながらの紙芝居は、小笠
原優さんによって披露され、子どもたちは熱心に聞き入
っていました。

▼

10月6日（水）、玉川保育園の園児約100名と老人ク
ラブ連絡協議会のメンバー6名が芋掘りを行いました。
この日に収穫された芋は5月に園児らが植え付けたもの
で、大きなさつまいもに園児は大喜びでした。

▼

　10月12日（火）、多賀保育園の園児52名が同園隣の木田
昭徳さん（西部区）の畑で芋掘りを行いました。
　収穫した芋は給食やおやつに活用する予定で、この日
は掘りたての芋を使い焼き芋を作り美味しくいただきま
した。園児も芋を新聞紙で巻くなど準備を手伝いました。

▼

10月14日（木）、井手小学校の5年生、44名が中坊
陽さんの田んぼで上井手地域資源保全会（中坊陽代表）
のメンバーに教わりながら稲刈りを行いました。
　初めての鎌を上手に使い収穫をした後、新米で作られ
たおにぎりを試食し実りの秋を感じていました。

▼

　10月18日（月）、長年消防活動に尽力され今年4月に退
団された消防団員一人ひとりに退職報償金が汐見町長か
ら手渡されました。
　汐見町長は「長年、消防団員として消防防災はもちろ
ん、パトロールなど住民の安全安心のためにご苦労頂き
感謝しています。今後も立場は変わりますがまちづくり
への協力をお願いします。」とのねぎらいの言葉と、消防
団活動を陰で支えてこられた家族の方に対してお礼を述
べられました。
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その他ゴミの日に出された見えない袋の中身は・・・

～ゴミの減量化にむけて②～

処理経費は搬入量に比例
　平成２０年度の城南衛生管理組合一人当たりのゴミ処理経費は、管内平均が３,３１０円に対し本町は３,９３６円と約１.２倍高くなっ
ています。
　この数字は、各市町の可燃・不燃ゴミの搬入量から算出された各市町の分担金を一人当たりで計算したものですが、前号
でお知らせしたように排出量が多い分、処理経費も他市町より割高となっています。人口から計算すると年間約５百万円と
なり、ゴミの分別と減量化により減額出来る金額でもあります。

ゴミの分別は確実にして資源化ゴミの再利用を進めよう
　井手町ではゴミの分別を、「燃やすゴミ」「その他ゴミ」「ビン」「カン」「ペットボトル」「発泡トレー」「粗大ゴミ」「古紙・紙パッ
ク」「カセット式ボンベ缶・スプレー缶」「乾電池」に分けて収集していますが、家電リサイクル法等に定められた冷蔵庫・冷
凍庫・エアコン・パソコン・テレビ・洗濯機・衣類乾燥機は大きさに関係なくゴミとしては収集していません。
　分別収集の中で、「ビン」「カン」「ペットボトル」「発泡トレー」「古紙・紙パック」は資源化ゴミとして再利用や再生利用され
ますが、分別されずに「燃やすゴミ」や「その他ゴミ」に混ざっている袋も見受けられます。
　資源化ゴミが「燃やすゴミ」「その他ゴミ」に混ざっていれば資源の再利用が出来ない上、ゴミの量が多くなる為、処理経
費の増加に繋がりますので、確実に分別して中身の見える袋で出して頂きますようお願いします。
　
カセット式ボンベ缶などは別の中身の見える袋で
　ゴミ収集車の収集時や処理場での事故が、毎年、国内で発生しています。
　この事故のほとんどが、カセット式ボンベ缶やスプレー缶を使い切らないまま他のゴミと一緒に出された為、事故を起こ
したものと考えられています。
　このような事故を未然に防ぐ為にも、必ず使い切ってから透明な別の袋で出して頂くようお願いします。

キャップや蓋は取り外してペットボトルのキャップは資源として活用
　ペットボトルやビン・カンのキャップや蓋は取り外して出すことになっていますが、約半分がついたまま出されています。
キャップ等がついていると、中に水分が残っている場合も多く、外す作業にも手間取る為、必ずお取り下さい。
　なお、ペットボトルのキャップはその他ゴミ扱いとなっていますが、資源として再利用できることから、井手町社会福祉
協議会やＪＡ井手町支店ではボランティア事業としてキャップの収集が行われ、集められたキャップは発展途上国のワクチ
ン接種に活用されているとのことです。
　なお、キャップを出される場合は、水洗してシールが貼ってある場合は剥がし、きれいにして出して頂くことが基本とな
ります。

ゴミの減量化対策検討委員会を設置し住民説明会を開催
   ゴミの減量化や再資源化は、住民皆さんが「ゴミの排出者」として自覚し、実践して頂くことが大切です。
　本町では、これまでから広報紙等を通じて「ゴミの出し方」などをＰＲしてきました。しかし、城南衛生管理組合管内の
各市町村と比べてゴミの量が多く、出し方にもマナー違反が多く見受けられる為、「ゴミの減量化対策検討委員会」を組織し、
ゴミの減量化を進める為の検討とあわせて、住民向け説明会を開催することとなりました。
　なお、説明会の日程は、後日お知らせします。

ボランティア団体
による集団回収
　６７ｇ

ビン
１６ｇ１１.１％

紙類
６４ｇ４４.４％

ペットボトル
５ｇ
３.５％

布類
３ｇ２.１％

紙パック
１ｇ０.７％

平成２０年度　井手町　資源化量－集団回収　１日１人当たり比較

缶
１８ｇ１２.５％

溶解スラグ(燃やすゴミを
焼却したあとに残った鉄分）

３２ｇ２２.２％

発砲食品トレー・発砲スチロール
２ｇ１.４％

直接収集ゴミの
資源化量
77ｇ

魚あら(専門業者による収集）
３ｇ２.１％
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　平成２２年度　井手町防災訓練実施について
実施日時　平成２２年１１月２８日（日）午前９時～

実施場所　井手小学校及び多賀小学校

訓練想定　午前９時、東南海・南海地震が発生、広範囲にわたって家屋の倒壊が発生し、多くの死傷者が出て

　　　　　いる想定。各区区長を中心とした自主防災組織の避難、情報収集・伝達、救出、炊き出し訓練等を

　　　　　行い、消防団や京田辺市消防署井手分署と協力しながら、災害時の被害の軽減を図ることを目的と

　　　　　して実施いたします。
※当日午前９時２０分頃に、町内３ヵ所（役場、多賀防災広場、南部公民館）のサイレンを吹鳴いたしますので、

　周知いただきますようお願いいたします。

町営住宅（空家）の入居者募集

　町営住宅の入居者を次のとおり募集します。

所　　在／井手町大字井手小字段ノ下・南溝地内

団 地 名 ／北団地及び南団地

募集戸数／３戸（一般向け3戸・単身者不可）

申込期間／11月15日（月）～ 11月30日（火）

　　　　　《土曜・日曜・祝日を除く》

申込時間／午前９時～午後５時《正午～午後１時までは除く》

そ の 他 ／募集案内等は、11月15日（月）より、

　　　　　いづみ人権交流センターで配布

＊お申し込み・お問い合わせは、いづみ人権交流センター

（℡ 82－ 3380）まで

飼い犬のフンのマナーについて

　井手町では犬のフンの苦情があった場合は、各地域の区

長さんの要望を受けて啓発看板をお渡ししています。

各所に看板を設置していますが、道路・公園などの公共の場

や、他人の土地など、ところかまわずフンが放置され、いた

るところでフン害苦情が発生しています。フンの放置は、

とても不衛生で、みんなが不快に感じています。

　道路や公園などは、犬のトイレではありません。飼い主

のマナーやモラルの問題であり、しつけ

は飼い主の責任です。散歩中に出たフン

は袋などに入れて必ず持ち帰ってくださ

い。

＊お問い合わせは、

井手町産業環境課（℡８２－６１６８）まで

（単位：％）（健全化判断比率）

早期健全化基準平成2１年度

15．0－実質赤字比率

20．0－連結実質赤字比率

25．0６．６実質公債費比率

350．0－将来負担比率
＊表中「－」は、0％以下です。

　財政健全化判断比率等の公表について

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により、平成２１年度の健全化判断比率及び

資金不足比率を公表します。平成２１年度の比率は、いずれも健全化基準を超えておらず、良好な財

政運営を行ってきたと言えます。

◆公営企業の経営健全化に関する指標について

【実質赤字比率】

　標準財政規模（＊）に対して、一般会計等の実質赤字が占める割合

【連結実質赤字比率】

　標準財政規模に対して、全ての会計を合わせた実質赤字が占める割合

【実質公債費比率】

　標準財政規模に対して、一般会計等が負担する公債費等が占める割合

【将来負担比率】

　標準財政規模に対して、一般会計等が将来負担すべき債務が占める割合

【資金不足比率】

　公営企業の事業規模に対する資金不足額の割合

＊標準財政規模とは、当該自治体の標準的な一般財源の規模

（単位：％）（資金不足比率）

経営健全化基準平成2１年度

20．0－公共下水道事業

20．0－多  賀  地  区
簡易水道事業

20．0－水道事業
＊表中「－」は、0％以下です。
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　「地方公共団体における職員給与等の公表について」に基づいて、井手町では平成１０年度から町職員の給与の実態について公
表しています。なお、ここでお知らせする給与等は、税金や各種保険料を差し引く前の金額で、いわゆる「手取り額」ではあ
りません。また、現在未公表である情報については、公表されしだいホームページにて掲載予定です。お問い合わせは、総務
課（℡82－6161）まで。

１　総括

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）
一人当たり給与費
　　　　　Ｂ／Ａ　

給　　　　　　与　　　　　　費職員数
　　Ａ区　分 　　計　Ｂ期末・勤勉手当職員手当給　　料

５，３９０千円５３９，００１千円１３５，５６１千円３４，８６４千円３６８，５７６千円１００人平成２１年度

（３）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
　　　２　職員数は、平成２１年４月１日現在の人数である。

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２２年４月１日現在）

（注）１　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水
準を示す指数である。

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純
平均したものである。

①一般行政職
平均給与月額
（国ベース）平均給与月額平均給料月額平均年齢区　分

３２８，２０１円３５３，７４９円３０７，８５５円４２.１歳井手町
３９５，６６６円－３２５，５７９円４１.９歳国

（注）１　「平均給料月額」とは、平成２２年４月１日現在における各職種ごと
の職員の基本給の平均である。

　　　２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居
手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したもの
であり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているも
のである。

　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額
には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないこ
とから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したもので
ある。

全国町村平均類似団体平均井手町年　度
９４.６９３.３９４.７平成２１年度
９３.７９３.４９７.０平成１６年度

（１）人件費の状況（普通会計決算）
（参考）

平成２０年度の人件費率
人件費率
　Ｂ／Ａ

人　件　費
　　　　　Ｂ　実質収支歳　出　額

　　　　　Ａ　
住民基本台帳人口
（平成２１年度末）区　分

２６.３％２１．８％８３６，８４６千円３３６，７２１千円　３，８３９，６７２千円８,２４５人平成２1年度

②技能労務職

参考民　　間公　務　員
区　分

Ａ/Ｂ平均給与月額
（Ｂ）平均年齢対応する民間の

類似職種
平均給与月額
（国ベース）

平均給与月額
（Ａ）平均給料月額職員数平均年齢

－－－－３６８，９００円３６９，４００円３５７，５４２円４人５０.５歳井手町

０．８６２９４，０００円４４．６歳廃棄物処理業従業員２５２，８００円２５２，８００円２５２，８００円１人３５.６歳うち
清掃職員

１．５８２６７，１００円３８．７歳調理士４２１，０００円４２１，０００円３９５，０００円１人５６.２歳うち
学校給食員

－－－－４００，９５０円４０１，９５０円３９１，２００円２人５５.２歳うち
その他技能労務職

－－－－３２２，２９１円－２８４,５１４円３,９５５人４９.３歳国

参　　考

区　分 年収ベース（試算値）の比較

Ｃ/Ｄ民　間
（Ｄ）

公務員
（Ｃ）

－－－井手町

０．９９４，０８５，１００円４，０５７，６５０円うち
清掃職員

１．９１３，６０３，５００円６，８７３，１０8円うち
学校給食員

－－－うち
その他技能労務職

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用
　している。（平成１９～２１年の３ヵ年平均）
※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態
　等の点において完全に一致しているものではない。
※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均
　給与月額を１２倍したものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤
　勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値であ
　る。
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（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況
 （平成２２年４月１日現在）

経験年数２０年経験年数１５年経験年数１０年区　　分
３３７，９００円３０４，５００円２６１，４００円大学卒一般行政職 ３２０，７００円－２３０，５００円高校卒
　－２５２，８００円　－高校卒技能労務職 －－－中学卒

３　一般行政職の級別職員数等の状況
（１）一般行政職の級別職員数の状況（平成２２年４月１日現在）

構成比職員数標準的な職務内容区分

１１.９％８人
１　定型的な業務を行う主事、技師、保育士若しくは保健師の
職務又はこれに準じる職務

２　主事補、技師補又はこれに準じる職務
１級

２５.４％１７人専門的知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う主
事、技師、保育士若しくは保健師の職務又はこれに準じる職務２級

２５.４％１７人係長、主任又は主査の職務３級
１０.５％７人課長補佐又は園長補佐の職務４級
１４.９％１０人課長、館長、園長又は所長の職務５級
１１.９％８人理事、局長、次長等の職務６級

（注）１　井手町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

（注）　平成１８年４月１日から給与構造改革により３級と４級を係
長級として統合し、５級を４級、６級を５級、７級を６級と
した。

（２）昇給への勤務成績の反映状況
　　　勤務成績を反映せず

（２）職員の初任給の状況（平成２２年４月１日現在）
国井手町区　　分

１７２,２００円１７８,８００円大学卒一般行政職 １４０,１００円１４９,８００円高校卒
－１４９,８００円高校卒技能労務職 －－中学卒

４　職員の手当の状況
（１）期末手当・勤勉手当

国井　　　手　　　町
―１人当たり平均支給額（平成21年度） １，356千円

（平成２1年度支給割合） 期末手当　　　勤勉手当　
　　　　　　　　　　　2.75 月分　　　１.4月分
 　（　1.5　）月分　（　0.7）月分

（平成２1年度支給割合）　　期末手当　　勤勉手当
 　　2.75　月分　　１.4　月分

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
毅役職加算　　　5～20％
毅管理職加算　　10～25％

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
毅役職加算　　　　5～15％

（注）　（　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

（３）地域手当（平成２２年４月１日現在）
　　　―　千円支給実績（平成２１年度決算）
　　　―　　円支給職員１人当たり平均支給年額（平成２１年度決算）

国の制度（支給率）支給対象職員数支給率支給対象地域
勤務地域により支給率は異なるが、平成
２２年度制度完成時で最高支給割合１８％。－　人０　％井手町

（注）国の制度では平成２２年度での完成を目指して、平成１８年
度から支給率を段階的に引き上げることとしている。

（２）退職手当（平成２２年４月１日現在）
国井　　手　　町

（支給率）　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年
勤続２０年 ２３.５０　月分　３０.５５　月分
勤続２５年 ３３.５０　月分　４１.３４　月分
勤続３５年 ４７.５０　月分　５９.２８　月分
最高限度額 ５９.２８　月分　５９.２８　月分
その他の加算措置　　　　定年前早期退職特例措置

　　　　　　　　　（２～２０％加算）

（支給率）　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年
勤続２０年 ２３.５０　月分　３０.５５　月分
勤続２５年 ３３.５０　月分　４１.３４　月分
勤続３５年 ４７.５０　月分　５９.２８　月分
最高限度額 ５９.２８　月分　５９.２８　月分
その他の加算措置　　　　定年前早期退職特例措置

　　　　　　　　　（２～２０％加算）
１人当たり平均支給額　　　　　　21，491　千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額
は、平成２1年度に退職した職員に支
給された平均額である。

（４）特殊勤務手当（平成２２年４月１日現在）
－　千円支給実績（平成２１年度決算）
－　　円支給職員１人当たり平均支給年額（平成２１年度決算）
－　　％職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２１年度）

２種類手当の種類（手当数）
左記職員に対する支給単価主な支給対象業務主な支給対象職員手当の名称

１日につき５００円感染症の防疫作業感染症防疫作業従事職員感染症の防疫作業に従事
する職員の特殊勤務手当

１体につき１０,０００円死体処理死体処理従事職員死体処理に従事する職員
の特殊勤務手当

（５）時間外勤務手当
１１，２３８千円支給実績（平成２１年度決算）

１１２千円支給職員１人当たり平均支給年額
（平成２１年度決算）

８，０６６千円支給実績（平成２０年度決算）

７９千円支給職員１人当たり平均支給年額
（平成２０年度決算）

勤勉手当への勤務実績の反映状況
（一般行政職）

　　一律支給

【参考】

国の制度（支給率）支給率支給対象地域
勤務地域により支給率は異なるが、平
成２２年度制度完成時で最高支給割合１
８％。

０　％井手町

（平成２２年度の制度完成時）
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計６０歳以上５６歳～
　５９歳

５２歳～
　５５歳

４８歳～
　５１歳

４４歳～
　４７歳

４０歳～
　４３歳

３６歳～
　３９歳

３２歳～
　３５歳

２８歳～
　３１歳

２４歳～
　２７歳

２０歳～
　２３歳２０歳未満区　分

１０９人１人２０人２０人４人７人９人１０人１３人６人１５人４人０人職員数

主な増減理由対前年
増減数

職員数（人） 区分
部門 平成２２年平成２１年

０１１議　会

一
般
行
政
部
門

普
通
会
計
部
門

欠員不補充▲１18１９総　務

０７７税　務

０３６３６民　生

０７７衛　生
退職不補充▲１３４農　林

０１１商　工
０７７土　木

▲２８０８２計
欠員不補充▲１１１１２教育部門

▲３９１９４小　計

０５５水　道
公
営
企
業
等

会
計
部
門

０４４下水道

０９９国保等
０１８１８小　計

▲３
［０］

１０９
［１５７］

１１２
［１５７］合　　計

純減率純減数平成２２年４月１日
職員数

平成１７年４月１日
職員数

▲２．４％▲３人１２０人１２３人

５　特別職の報酬等の状況（平成２２年４月１日現在）

給料月額等区　分

７３０,０００　円
６００,０００　円

町　長
副町長

給
料

２９０,０００　円
２２０,０００　円
２００,０００　円

議　長
副議長
議　員

報
酬

（平成２１年度支給割合）
３.１０　月分町　長

副町長期
末
手
当 （平成２１年度支給割合）

３.１０　月分
議　長
副議長
議　員

（算定方式）　　　　　　　　　　（１期の手当額）　（支給時期） 
給料月額×５３０／１００×在職年数　　１５,４７６千円 　　任期ごと
給料月額×３１５／１００×在職年数     　７,５６０千円　　 任期ごと

町　長
副町長

退
職
手
当

６　職員数の状況
（１）部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　［　　］内は、条例定数の合計である。

（２）年齢別職員構成の状況（平成２２年４月１日現在）

（３）定員管理の数値目標及び進捗状況
①平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

数値目標計画期間
終　期始　期

▲３人（縮減率２.４％）平成２２年４月１日平成１７年４月１日

（参考）井手町第３次行政改革大綱における定員管理の数値目標（数・率）

（注）　１　減額措置はしていない。
　　　２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支
　　　　　給率に基づき、１期（４年＝48月）勤めた場合における退職手当
　　　　　の見込額である。

（６）その他の手当（平成２２年４月１日現在）
支給職員１人当たり
平均支給年額

（平成２１年度決算）

支給実績
（平成２１年度決算）

国の制度と
異なる内容

国の制度と
の異同内容及び支給単価手当名

１８９，５３９円１１，１８３千円同じ

扶養親族である配偶者 １３,０００円
配偶者以外の扶養親族１人につき ６,５００円
配偶者がいない場合、そのうち１人については 　１１,０００円
１６歳から２２歳までの子 ５,０００円加算

扶養手当

１７０，９００円２，３９３千円同じ

職員が世帯主でその所有に係る住宅で新築または購入した住宅は、その日か
ら起算して５年間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２,５００円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｈ21.11まで）
家賃支払いの職員　毅月額２３,０００円以下の家賃　家賃額－１２,０００円＝支給額
　　　　　　　　　毅月額２３,０００円を超える家賃
　　　　　　　　　 （家賃額－２３,０００円）×１/２＝①　　１６,０００円＝②
　　　　　　　　　 （①、②のうち額が少ない方）＋１１,０００円＝支給額
　　　　　　　　　 （最高２７,０００円）

住居手当

５４，７１４円２，７９０千円同じ

交通機関を利用する職員
運賃相当額が５５,０００円までの者 　全額支給
片道２㎞未満 支給なし
自動車等の利用者　通勤距離片道　２㎞以上５㎞未満 　２,０００円
　　　　　　　　　　　　　　　　５㎞以上１０㎞未満 　４,１００円
　　　　　　　　　　　　　　　　１０㎞以上１５㎞未満 　６,５００円
　　　　　　　　　　　　　　　　１５㎞以上２０㎞未満 　８,９００円
　　　　　　　　　　　　　　　　２０㎞以上２５㎞未満 　１１,３００円
　　　　　　　　　　　　　　　　２５㎞以上３０㎞未満 　１３,７００円
　　　　　　　　　　　　　　　　３０㎞以上３５㎞未満 　１６,１００円
　　　　　　　　　　　　　　　　３５㎞以上４０㎞未満 　１８,５００円
　　　　　　　　　　　　　　　　４０㎞以上４５㎞未満 ２０,９００円
　　　　　　　　　　　　　　　　４５㎞以上５０㎞未満　 ２１,８００円
　　　　　　　　　　　　　　　　５０㎞以上５５㎞未満　 ２２,７００円
　　　　　　　　　　　　　　　　５５㎞以上６０㎞未満　 ２３,６００円
　　　　　　　　　　　　　　　　６０㎞以上 　２４,５００円

通勤手当

３１５，６５２円７，２６０千円

月額５,０００円。ただし、町長が必要と認める時は、本俸の１００分の２０以内を支給
することができる。
理事、局長、次長等 　３５,０００円
課長、館長、園長、所長 　２５,０００円

管理職
手当
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４９６千円支給実績（平成２１年度決算）

１２４千円支給職員１人当たり平均支給年額（平成２１年度決算）

４８７千円支給実績（平成２０年度決算）

１２１千円支給職員１人当たり平均支給年額（平成２０年度決算）

（参考）井手町第３次行政改革大綱における定員管理の数値目標（数・率）

支給職員
１人当たり
平均支給年額

（平成２１年度決算）

支給実績
（平成２１年度決算）

一般行政職
の制度と
異なる内容

一般行政職
の制度との
異同

内容及び支給単価手当名

３９０，０００　円３９０　千円同じ一般行政職と同様扶養手当

　  　０  円 ０　千円同じ一般行政職と同様住居手当

４６，８５８　円４７  千円同じ一般行政職と同様通勤手当

３００，０００　円３００　千円同じ一般行政職と同様管理職
手当

一人当たり給与費
　Ｂ／Ａ

給　与　費職員数
　　Ａ区　分 計　Ｂ期末・勤勉手当職員手当給　料

６，９６１千円２０，８８３千円５，３７１千円１，２２３千円１４，２８９千円３人平成２１年度決算

②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要　　（各年４月１日現在）
数値目標
（参考）

１８年～２1年計
（実績）

平成２２年
５年目

平成２１年
４年目

平成２０年
３年目

平成１９年
２年目

平成１８年
１年目

平成１７年
計画始期

 区　　分
部　　門 

９０ー８０８２８５８５９１９２職員数一般行政 ▲２▲1２（１０６％）▲２▲３０▲６▲１増　減
１３ー１１１２１２１２１２１３職員数教育 ０▲２（１０８％）▲１０００▲１増　減
１７ー１８１８１８１９１９１８職員数公営企業等会計 ▲１０（１００％）００▲１０１増　減
１２０ー１０９１１２１１５１１６１２２１２３職員数計 ▲３▲１４（１０４％）▲３▲３▲１▲６▲１増　減

７　公営企業職員の状況
水道事業

①職員給与費の状況

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
　　　２　職員数は、平成２２年３月３１日現在の人数である。

②職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２２年４月１日現在）

平均月収額基本給平均年齢区　分
５４６，２５１円３９６，２７９円５５.８歳井手町

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

イ　退職手当（平成２２年４月１日現在）

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２１年度
に退職した職員に支給された平均額である。

オ　時間外勤務手当

（注）時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

ウ　地域手当（平成２２年４月１日現在）
　　　　　一般行政職と同様（４（３）を参照）

カ　その他の手当（平成２２年４月１日現在）

④定員管理の数値目標及び進捗状況
ア　平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

数値目標
計画期間

終　期始　期

▲１人（縮減率２５.０％）平成２２年４月１日平成１７年４月１日

イ　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要
　　→　６（３）②を参照

③職員の手当の状況
ア　期末手当・勤勉手当

一　般　行　政　職井　　手　　町

１人当たり
平均支給額　　１，３５６千円
（平成２１年度）　　　

１人当たり
平均支給額　　１,７９０千円
（平成２１年度）　　　　　

（平成２１年度支給割合）
　期末手当　　勤勉手当
　　２.７５月分　　１.４月分

（平成２１年度支給割合）
　期末手当　　勤勉手当
　　２.７５月分　　１.４月分

 （加算措置の状況）
職制上の段階、　役職加算
職務の級等に　　
よる加算措置 　 ５～１５％

（加算措置の状況）
職制上の段階、　役職加算
職務の級等に　　
よる加算措置 　 ５～１５％

（参考）平成１７年度の総費用に
占める職員給与費比率

総費用に占める職員給与費
比率　Ｂ／Ａ

職員給与費
　　　　Ｂ

純損益又は
実質収支

総費用
　　Ａ区　分

２５.０％２５.３％２４，７７５千円２，６８７千円９７，８４２千円平成２１年度決算

エ　特殊勤務手当（平成２２年４月１日現在）
　　　　　一般行政職と同様（４（４）を参照）

純減率純減数平成２２年４月１日
職員数

平成１７年４月１日
職員数

▲２５．０％▲１人３　人４　人

（注）　１　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。
　　　２　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以降現年までの職員増減数の累計を示す。

一般行政職井　　手　　町

１人当たり
平均支給額

２１，４９１千円

（支給率）　　一般行政職と同様

 自己都合　勧奨・定年
１人当たり
平均支給額 ー　千円　　ー千円
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新型インフルエンザ予防接種高齢者インフルエンザ予防接種

井手町に住所を有する６５歳未満の方井手町に住所を有する６５歳以上の方（※１）対象者
 平成22年10月1日～平成23年1月31日実施期間

岡林医院・水野クリニック、綴喜管内及び府内医療機関

☆接種を受ける場合は、予約が必要ですので医療機関へ事前にお問い合わせください。
接種可能医療機関

・13歳以上　1回（※２）

・13歳未満　2回

・1回

（新型インフルエンザ予防接種も含まれています。）
接種回数

・全額自己負担

（各医療機関にお問い合わせください）

・一部負担金1,000円

★接種を希望される方は、ハガキ（※３）による

　申込みが必要です。

接種費用 

・生活保護世帯、住民税非課税世帯の方

　☆保健センターに直接申込みが必要です。

　　平成23年1月21日（金）まで

・生活保護世帯、住民税非課税世帯の方

　☆ハガキで申込みの場合は、平成22年10月1日（金）

　　～平成23年1月17日（月）まで

　☆保健センターに直接申込みの場合は、

　　平成23年1月21日（金）まで

免除対象者及び

申請期間

免除対象者には、保健センターにて「新型インフルエ

ンザ予防接種券」を交付しますので、接種医療機関に

提出してください。

予診票（自己負担1,000円）、一部負担金が免除の方は、

予診票（自己負担無し）等の関係書類を送付しますので接

種医療機関に提出してください。

接種時の必要書類

土金木水火月日
13121110987

さんさん会
（支援センター）

とことこ広場
（支援センター）
小麦粉ねんど遊び

多賀園庭開放
竹の子ひろば

20191817161514
ぴよぴよ広場

（支援センター）
小麦粉ねんど遊び

さんさん会
（支援センター）

遊びの広場
育児相談と同時実施
（保健センター）

竹の子ひろば

27262524232221
さんさん会（ＯＰ）
リトミック

（支援センター）
さんさん会

（支援センター）

よちよち広場
（支援センター）
小麦粉ねんど遊び

休日
おでかけ広場
（西部公民館）
多賀地区

43212/1302928
とことこ広場

（支援センター）
クリスマスリース作り

玉川園庭開放
（支援センター）
竹の子ひろば

いづみ園庭解放

111098765
さんさん会

（支援センター）

遊びの広場
育児相談と同時実施
（保健センター）

竹の子ひろば

 子育てサークルの紹介・活動
さんさん会：午前１０時～ １２時【妊婦～３歳位の子どもとその保護者】
　　　　　　代表：乾（０９０－３８６６－２５８５）
竹の子ひろば：午前１０時半～１２時【未就園児の子どもとその保護者】
　　　　　　代表：巽（８２－２４３６）
ベジッ子クラブ：午前9時半～１２時【食育に興味のある方】　　　　
　　　　　　代表：平間（０９０－５３６７－０３９７）
カモミール（キッズケア）　　【未就園児の子どもとその保護者】　　　
　　　　　　代表：平間（０９０－５３６７－０３９７）
★初めての方は、代表まで連絡ください。

各広場の対象者　場所：子育て支援センター

＊とことこちゃん広場：1歳半～就学前の子どもとその保護者
＊よちよちちゃん広場：7ヶ月～1歳半位の子どもとその保護者
＊ぴよぴよちゃん広場：妊婦～6ヶ月位の子どもとその保護者
＊おでかけ広場：妊婦～就学前の子どもとその保護者

※どの事業も予約なしでいつでも参加できます。

子育て支援センターは、玉川保育園にあります。【ＴＥＬ・ＦＡＸ　：　0774－82－2232】

子育て支援センターからのお知らせ

救命講習会の様子

★子育て支援センターは、事業の日

　だけでなく毎日開いています。

★子育てで困った時、しんどい時の

　相談も受けています。　

★利用時間　

　月曜日　～　金曜日　

　午前9時半～午後4時

　（ちょいと気分転換という気軽な

　気持ちで遊びに来てください。）

○インフルエンザ予防接種のお知らせ

（※１）①実施期間中に６５歳以上に達している方

　　　②６０歳以上６５歳未満の方で、心臓、腎臓、もしくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫

　　　　不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害のある方も対象となります。

（※２）基礎疾患を有する方のうち、著しく免疫反応が抑制されている方で、医師が必要と認めた場合は2回接種となります。

（※３）「高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ」についているハガキ　　　　　　　　　　　　　　お問い合わせは、、保健センター（℡82‐3385まで）
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11・１２月の事業（時間：午前１０時～正午）

ハブラシ指導の様子
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１２月４日から１０日は「人権週間」です

　１９４８年の１２月１０日、国連の第３回総会で「世界人権宣言」が採択されました。この宣言は、生命･身体の安全
その他多くの基本的人権についての基準を示し、「どのような形であっても差別を受けることなしにこれらの人権
が享有できるようにすべきである」と述べています。この理念は、各国の憲法や法律に取り入れられるとともに、
今も世界の人々にとって希望の根源ともなっています。
　国連では、この１２月１０日を「人権デー」と定めています。日本では、１２月１０日までの１週間（１２月４日～１０
日）を「人権週間」とし、毎年、講演会の開催や街頭啓発など、さまざまな啓発活動が展開されています。
　みなさんの家庭や学校、職場などでは「人権」をどのようにとらえていますか。
　人権週間をきっかけに今一度、「人権」とは何なのだろうか、そしてお互いの権利
を尊重しあうことの大切さについて考えましょう。

持参するものこんなとき

印かん・国民健康保険証井手町内で住所が変わったとき
印かん・国民健康保険証世帯主や氏名がかわったとき
印かん・本人であることを証明するもの（使えなくなった国民健康保険証）国民健康保険証をなくしたとき（汚れて使えなくなったとき）
＜国保加入時と同時に該当したとき＞　印かん・職場の健康保険証・年金証書
＜すでに国保の方で退職者医療に該当したとき＞印かん・国民健康保険証・年金
証書

退職者医療制度に該当したとき
（年金制度への加入期間が２０年以上、または４０歳以降の加入期間が１０年以
上で年金を受給されている方）

こんなときは１４日以内に国民健康保険担当まで届けてください

持参するものこんなとき

印かん・国民健康保険証井手町以外の市町村に転出するとき
印かん・職場の健康保険証と国民健康保険証就職して職場の健康保険に入ったとき、被扶養者となったとき
印かん・職場の健康保険証と国民健康保険証被扶養者となったとき
印かん・国民健康保険証国民健康保険に入っている人が死亡したとき
印かん・国民健康保険証・保護開始決定通知書国民健康保険に入っている人が生活保護を受けるようになったとき

◎国民健康保険をやめるとき

◎そのほかの場合

持参するものこんなとき

印かん・他の市町村の転出証明書他の市町村から井手町に転入してきたとき
印かん・職場の健康保険証からはずれた証明書退職して職場の健康保険がなくなったとき、被扶養者からはずれたとき
印かん・国民健康保険証国民健康保険に入っている人に子どもが生まれたとき
印かん・保護廃止決定通知書生活保護を受けなくなったとき

◎国民健康保険に入るとき

※既に、同一世帯で国民健康保険証をお持ちの場合は国民健康保険証を持参して下さい。

人権講座「きらめき」のお知らせ

　［第3回］
◇日　時　１１月２４日（水）　１９時～２０時３０分
◇内　容　「これでなっとく！部落の歴史
　　　　　　　～近現代の部落史から未来を見通す～（前編）」
　　　　　[講師]  上杉聰さん
　　　　　（大阪市立大学 人権問題研究ｾﾝﾀー特任教授）

　［第４回］

◇日　時　１２月８日（水）　１９時～２０時３０分

◇内　容　「これでなっとく！部落の歴史

　　　　　　　～近現代の部落史から未来を見通す～（後編）」

　　　　　[講師]  上杉聰さん

　　　　　（大阪市立大学 人権問題研究ｾﾝﾀー特任教授）

（会　場）　いづみ人権交流センター　（問合せ）　同和・人権政策課（８２-３３８０）

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

の
更
新
は
お
済
で
す
か

　
平
成
　
年
度
は
、
一
般
被
保
険

２２

者
証
は
「
ク
リ
ー
ム
色
」、
退
職
被

保
険
者
証
は
「
う
ぐ
い
す
色
」
に
変

わ
り
ま
し
た
。

○
更
新
が
ま
だ
の
方
は
、
至
急
に

井
手
町
役
場
保
健
医
療
課
窓
口
で

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】

・
お
手
持
ち
の
国
民
健
康
保
険
被
保

　
険
者
証

・
印
鑑

○
現
在
、
国
民
健
康
保
険
以
外
の

健
康
保
険
（
職
場
の
健
康
保
険
な

ど
）
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
は
、
至

急
に
資
格
喪
失
の
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】

・
お
手
持
ち
の
国
民
健
康
保
険
被
保

　
険
者
証

※
職
場
の
健
康
保
険
証
（
国
保
加
入

者
全
員
の
も
の
）

・
印
鑑

○
国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
、
更
新
の
手
続
き

が
で
き
て
お
ら
れ
な
い
場
合
は
、

窓
口
に
お
い
て
納
付
相
談
等
を
行

い
、
短
期
被
保
険
者
証
等
の
交
付

を
行
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

お
問
合
せ
は
、
保
健
医
療
課
　

（
℡
　
‐
６
１
６
６
）
ま
で

82

禍

花

稼

苛

禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾

禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾

箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇

箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇



2010-11 広報いで１２

９
日
（
木
）
い
ず
れ
も
、
午
前
　
時
～
正
午

１０

　
月
　

(
)

日
 木
 ・
　
月
６
日
（
月
）
い
ず
れ

１１

２５

１２

も
、
午
後
１
時
半
～
３
時
半

《
健
康
教
室
》

日
時
／
　
月
　
日
（
木
）
午
前
　
時
～
　
時
半

１１

２５

１０

１１

《
料
理
教
室
》

日
時
／
　
月
　
日
（
水
）・
　
月
１
日
（
水
）・

１１

２４

１２

８
日
（
水
）
午
前
　
時
～
正
午

１０

＊
各
教
室
の
材
料
費
等
は
自
己
負
担
と
な
り

ま
す

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
い
づ
み
人
権
交
流
セ

ン
タ
ー
（
℡
　
‐
３
３
８
０
）
ま
で

８２

【
山
吹
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
天
文
台
】

日
時
／
　
月
　
日
（
金
）・
　
月
３
日
（
金
）

１１

１２

１２

午
後
７
時
半
～
９
時

場
所
／
山
吹
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

・
申
し
込
み
は
不
要
で
す

・
夜
間
の
開
催
に
な
り
ま
す
の
で
、
お
子
様

だ
け
の
参
加
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
教
育
課
（
℡
　８２

‐
５
７
０
０
）
ま
で

【
親
子
で
楽
し
む
紙
し
ば
い
】

日
時
／
　
月
　
日
（
土
）
午
後
１
時
半
～

１１

１３

場
所
／
山
吹
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
図
書
館

【
親
と
子
の
絵
本
の
会
】

日
時
／
　
月
　
日
（
土
）
午
後
２
時
～

１１

２０

場
所
／
山
吹
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
教
育
課
（
℡
　８２

‐
５
７
０
０
）
ま
で

【
井
手
玉
川
大
学
】

日
時
／
　
月
　
日
（
火
）
午
前
７
時
　
分
～

１１

１６

４５

　
月
　
日
（
金
）
午
後
１
時
半
～
３
時
半

１２

１０

場
所
／
山
吹
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
教
育
課
（
℡
　８２

‐
５
７
０
０
）
ま
で

【
生
き
生
き
ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
（
干
支
〝
う
さ

ぎ
〟
の
正
月
飾
り
）】

日
時
／
　
月
　
日
（
水
）
午
後
１
時
半
～

１１

１７

救
命
講
習
会
開
催
の
お
知
ら
せ

日
時
／
　
月
５
日
（
日
）
午
前
９
時
～
正
午

１２

場
所
／
京
田
辺
市
消
防
署
井
手
分
署
会
議
室

定
員
／
　
名
程
度

１０

参
加
費
／
無
料

受
付
期
間
／
　
月
４
日
（
土
）
ま
で

１２

※
お
問
い
合
わ
せ
は
、
京
田
辺
市
消
防
署
井
手
分
署

　（
℡
　
‐
３
０
０
０
）
ま
で

８２
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
さ
れ
ま

し
た
か
　

　
戸
建
て
住
宅
・
店
舗
併
用
住
宅
・
共
同
住
宅
は
、
住

宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
寝
室
・
階
段
・
台
所
な
ど
に
設
置
し
ま
し
ょ
う
。

※
悪
質
な
訪
問
販
売
な
ど
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
消

防
署
や
消
防
団
が
販
売
を
し
た
り
、
特
定
の
業
者
に

販
売
を
委
託
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
お
問
合
せ
先
は
京
田
辺
市
消
防
本
部
　
予
防
課
（
Ｔ

Ｅ
Ｌ
　
　
‐
７
８
２
６
）
ま
た
は
、
京
田
辺
市
消
防
署

６３

　
井
手
分
署
（
Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
　
‐
３
０
０
０
）
ま
で

８２

平
成
　
年
度
自
衛
官
募
集
案
内

22

募
集
種
目
／
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

受
付
期
間
／
平
成
　
年
　
月
１
日
～
平
成
　
年

２２

１１

２３

１
月
７
日

試
験
期
日
／
１
次
 平
成
　
年
１
月
　
日

２３

２２

２
次
 平
成
　
年
２
月
５
日
～
８
日
ま
で
の
間
の
指

２３

定
す
る
１
日

資
格
／
平
成
　
年
４
月
１
日
現
在
、　
歳
以
上
　
歳

２３

１５

１７

未
満
（
平
成
６
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
８
年
４
月
１

日
ま
で
の
間
に
生
ま
れ
た
者
）
の
男
子
で
中
学
校
卒

業
者
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
修
了
者
（
平

成
　
年
３
月
に
中
学
校
卒
業
又
は
中
等
教
育
学
校
の

２３
前
期
課
程
修
了
見
込
み
の
者
を
含
む
）

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
自
衛
隊
京
都
地
方
協
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
は
、
国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険
料
の
第
６
期
納
期
限
で
す
。
期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

１１

(
)

本
部
 ℡
０
７
５
‐
２
１
１
‐
３
４
７
１
 ま
た
は
、

(

宇
治
地
域
事
務
所
 ℡
　

)

‐
７
１
３
９
 ま
で

４４

【
秋
季
軟
式
野
球
大
会
】

日
時
／
　
月
　
日
（
日
）・
　
月
　
日
（
日
）

１１

１４

１１

２１

(
)

場
所
／
井
手
町
住
民
 有
王
 グ
ラ
ウ
ン
ド

【
和
太
鼓
交
流
教
室
】

日
時
／
　
月
　
日
（
水
）・
　
月
８
日
（
水
）

１１

２４

１２

い
ず
れ
も
、
午
後
７
時
～
９
時

場
所
／
自
然
休
養
村
管
理
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ル

【
和
太
鼓
教
室
（
サ
ー
ク
ル
）】

日
時
／
　
月
　
日
（
土
）・
　
月
４
日
（
土
）

１１

２０

１２

い
ず
れ
も
、
午
後
１
時
半
～
３
時
半

【
和
太
鼓
教
室
】

日
時
／
　
月
　
日
（
土
）
午
後
１
時
半
～
３

１１

２７

時
半

場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
い
づ
み
児
童
館
（
℡

　
‐
４
１
１
２
）
ま
で

８２【
い
づ
み
ま
な
び
教
室
】

《
太
極
拳
（
入
門
・
初
級
）》

日
時
／
　
月
　
日
（
金
）・
　
日
（
金
）
い
ず

１１

１２

２６

れ
も
、
午
後
１
時
半
～
３
時

持
ち
物
／
運
動
で
き
る
服
装
・
上
履
き

《
大
正
琴
》

日
時
／
　
月
　
日
（
金
）
午
前
　
時
～
正
午

１１

１２

１０

　
日
（
金
）
午
前
　
時
～
　
時
半

２６

１０

１１

持
ち
物
／
大
正
琴
・
楽
譜

《
ペ
ン
習
字
》

日
時
／
　
月
　
日
（
木
）・
　
日
（
月
）

１１

１１

２２

午
後
１
時
半
～
３
時

《
手
芸
教
室
》

日
時
／
　
月
　
日
（
金
）・
　
日
（
火
）・
　
月

１１

１９

３０

１２

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

～
相
続
又
は
贈
与
等
に
係
る
生
命（
損

害
）保
険
契
約
等
に
基
づ
く
年
金
の
税

務
上
の
取
扱
い
の
変
更
に
つ
い
て
～

　
相
続
、
贈
与
等
に
よ
り
取
得
し
た
生
命
保
険
契
約

や
損
害
保
険
契
約
等
に
係
る
年
金
の
所
得
税
の
取
扱

い
を
改
め
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　
こ
の
取
扱
い
の
変
更
に
よ
り
、
所
得
税
の
還
付
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く

w
w
w
.n
ta
.g
o
.jp

は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ【
 
 
 
  
  
  
 
   
】

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
所
轄
の
税
務
署
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
月
は
犬
の
適
性
飼
養
推
進
月
間
で
す

11
　
近
隣
市
町
各
地
で
犬
を
正
し
く
飼
う
こ
と
を
Ｐ

Ｒ
す
る
事
業
・
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

《
市
町
イ
ベ
ン
ト
の
動
物
愛
護
啓
発
ブ
ー
ス
》

ふ
る
さ
と
フ
ェ
ア
久
御
山

日
時
／
　
月
　
日
（
日
）
午
前
　
時
～
正
午
・
午
後

１１

２３

１１

１
時
～
２
時

場
所
／
久
御
山
中
央
公
園
（
久
御
山
町
）

《
わ
ん
わ
ん
ク
リ
ー
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
》

日
時
／
　
月
　
日
（
木
）
午
後
２
時
半
～
３
時
半

１１

１１

場
所
／
未
定
（
久
御
山
町
）

日
時
／
　
月
　
日
（
木
）
午
後
２
時
半
～
３
時
半

１１

２５

場
所
／
塔
の
島
周
辺
（
宇
治
市
）

ス
ポ
ー
ツ

講
座
・
教
室



2010-11広報いで１１１３

☆
住
民
の
方
か
ら
、「
現
在
、
水
道
を
使
っ
て

い
な
い
の
に
な
ぜ
上
下
水
道
料
金
の
請
求
書

が
届
く
の
？
」
と
い
う
質
問
を
よ
く
お
聞
き

し
ま
す
。

　
上
下
水
道
料
金
は
２
ヶ
月
に
１
回
メ
ー
タ

ー
検
針
を
実
施
し
、
検
針
で
の
使
用
水
量
を

も
と
に
計
算
し
ま
す
。
使
用
水
量
は
各
月
均

等
と
み
な
し
、
検
針
月
の
翌
月
と
翌
々
月
に

半
分
ず
つ
に
分
け
て
請
求
し
ま
す
。

　
例
え
ば
、　
月
の
検
針
で
　
㎥
使
用
さ
れ

１２

４０

て
い
た
場
合
、
１
月
分
で
　
㎥
（
水
道
料
金

２０

２
，
５
０
０
円
、
下
水
道
使
用
料
２
，
０
０

/

０
円
、
プ
ラ
ス
　
ｍ
 ｍ
の
メ
ー
タ
ー
で
あ

２０

れ
ば
、
メ
ー
タ
ー
貸
付
料
１
３
０
円
の
合
計

４
，
６
３
０
円
）、
２
月
分
も
　
㎥
、
同
額
を

２０

請
求
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
検
針
の
直
後
に
閉
栓
さ
れ
た
場
合
で
も
、

請
求
書
は
２
ヶ
月
後
ま
で
届
く
こ
と
に
な
り

ま
す
の
で
、
ご
理
解
く
だ
さ
い
。

　
転
出
・
転
居
等
を
さ
れ
る
と
き
は
、　
　

水
道
中
止
の
手
続
き
を
お
忘
れ
な
く

   「
給
水
装
置
使
用
中
止
届
出
書
」・「
公
共

下
水
道
使
用
中
止
届
出
書
」
を
役
場
上
下
水

道
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
手
続
き
が
遅

れ
る
と
お
住
み
に
な
っ
て
い
な
い
の
に
か
か

わ
ら
ず
上
下
水
道
料
金
が
発
生
し
ま
す
。

　
転
入
・
転
居
時
に
お
け
る
水
道
使
用
開

止
の
手
続
き
も
お
忘
れ
な
く

　
開
栓
手
数
料
１
，
２
０
０
円
と
印
鑑
を
ご

持
参
く
だ
さ
い
。
受
け
付
け
時
間
は
、
平
日

午
前
８
時
半
～
午
後
５
時
　
分
ま
で
で
す
。

１５

土
日
祝
日
は
、
受
け
付
け
て
お
り
ま
せ
ん
。

(

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
上
下
水
道
課
 ℡
　
‐
８２

)

　
６
１
６
９
 ま
で
　
　

対
象
／
Ｈ
　
・
７
・
２
か
ら
Ｈ
　
・
９
・
３

２２

２２

生
ま
れ

Ｂ
Ｃ
Ｇ
の
み
受
け
ら
れ
る
方

受
付
／
午
後
２
時
～
２
時
半

場
所
／
い
ず
れ
も
、
保
健
セ
ン
タ
ー

＊
母
子
手
帳
と
予
診
票
を
必
ず
持
参
し
て
く

だ
さ
い

＊
「
予
防
接
種
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
は
毎
回
必

ず
読
ん
で
く
だ
さ
い

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
（
℡

　
‐
３
３
８
５
）
ま
で

８２ 【
心
配
ご
と
相
談
・
行
政
相
談
】

日
時
／
　
月
　
日
（
月
）
午
後
１
時
～
４
時

１１

１５

場
所
／
賀
泉
苑

日
時
／
　
月
６
日
（
月
）
午
後
１
時
～
４
時

１２

場
所
／
玉
泉
苑

【
無
料
法
律
相
談
】

日
時
／
　
月
　
日
（
月
）
午
後
２
時
～
４
時

１１

２２

場
所
／
玉
泉
苑

＊
心
配
ご
と
相
談
は
、
第
１
月
曜
日
は
玉
泉

苑
、
第
３
月
曜
日
は
賀
泉
苑
で
開
設
し
て
い

ま
す
。

＊
無
料
法
律
相
談
は
予
約
制
と
し
ま
す

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
福
祉
協
議
会

（
℡
　
‐
３
４
９
９
）
ま
で

８２

【
母
子
の
相
談
・
教
室
】

《
育
児
相
談
》

日
時
／
　
月
　
日
（
水
）・
　
月
８
日
（
水
）

１１

１７

１２

受
付
／
午
前
９
時
半
～
　
時
半

１０

場
所
／
保
健
セ
ン
タ
ー

《
あ
そ
び
の
広
場
》

日
時
／
　
月
　
日
（
水
）・
　
月
８
日
（
水
）

１１

１７

１２

　
　
　
午
前
９
時
半
～
　
時
１１

場
所
／
保
健
セ
ン
タ
ー

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
（
℡

場
所
／
玉
泉
苑

対
象
／
　
歳
以
上
の
方
お
よ
び
障
害
の
あ
る
方

６０

＊
事
前
申
込
が
必
要
で
す

＊
毎
月
　
日
発
行
の
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン

２０

タ
ー
だ
よ
り
」
で
、
ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
の
詳

し
い
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
福
祉
協
議
会

（
℡
　
‐
３
４
９
９
）
ま
で

８２
 【

成
人
・
高
齢
者
保
健
事
業
】

《
山
吹
体
操
ク
ラ
ブ
・
健
康
相
談
》

日
時
／
　
月
　
日
（
木
）・
　
月
９
日
（
木
）

１１

１１

１２

い
ず
れ
も
、
午
後
１
時
半
～
３
時

場
所
／
賀
泉
苑

日
時
／
　
月
２
日
（
木
）
午
後
１
時
半
～
３
時

１２

場
所
／
玉
泉
苑

対
象
／
　
歳
以
上

６５

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
福
祉
協
議
会

（
℡
　
‐
３
４
９
９
）
ま
で
 

８２

【
子
育
て
サ
ロ
ン
】

日
時
／
　
月
３
日
（
金
）
午
前
　
時
～
正
午

１２

１０

場
所
／
玉
泉
苑

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
福
祉
協
議
会

（
℡
　
‐
３
４
９
９
）
ま
で

８２

【
乳
幼
児
健
康
診
査
】

《
２
歳
半
歯
科
健
診
》

日
時
／
　
月
３
日
（
金
）

１２

対
象
／
Ｈ
　
・
５
・
１
か
ら
Ｈ
　
・
８
・
　

２０

２０

３１

生
ま
れ

場
所
／
保
健
セ
ン
タ
ー

《
乳
児
健
診
・
Ｂ
Ｃ
Ｇ
》

日
時
／
　
月
６
日
（
月
）

１２

受
付
／
午
後
１
時
～
１
時
半

　
月
は
、
多
賀
地
区
の
水
道
メ
ー
タ
ー
検
針
月
で
す
。
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
上
に
物
を
置
か
な
い
で
く
だ
さ
い

１１

各

種

相

談

子

育

て

健

康

　
‐
３
３
８
５
）
ま
で

８２【
こ
こ
ろ
の
相
談
室
（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
）】

日
時
／
　
月
　
日
（
月
）　
月
７
日
（
火
）

１１

２２

１２

午
前
　
時
半
～
午
後
２
時

１０

場
所
／
い
ず
れ
も
、
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン

タ
ー

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
い
づ
み
人
権
交
流
セ

ン
タ
ー
（
℡
　
‐
３
３
８
０
）
ま
で

８２

上
下
水
道
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

水
道
料
金
の
期
限
内
納
付
に
　
　
　

　
　
ご
協
力
願
い
ま
す
！
！

   水
道
事
業
は
、
電
気
、
ガ
ス
と
と
も
に
住

民
の
皆
さ
ま
が
生
活
す
る
う
え
で
欠
く
こ
と

の
で
き
な
い
「
水
」
を
常
に
安
定
し
て
供
給

し
、
そ
れ
に
要
し
た
費
用
を
「
水
道
料
金
」

と
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、
こ
の
水
道
料
金
を
財
源
と
し
て

水
源
の
確
保
及
び
施
設
の
整
備
・
拡
充
を
行

う
と
と
も
に
、
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
っ
て

い
ま
す
。

　
し
か
し
、
料
金
の
滞
納
が
年
々
増
加
し
て

お
り
、
健
全
な
事
業
運
営
に
支
障
を
き
た
し

て
お
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
利
用
者
の
公
平

性
を
確
保
し
、
健
全
な
事
業
運
営
を
進
め
る

た
め
、
料
金
の
徴
収
に
努
力
し
て
お
り
ま
す

が
、
納
付
要
請
等
に
も
か
か
わ
ら
ず
納
付
が

滞
る
場
合
に
は
、
督
促
状
や
催
告
書
を
送
付

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
悪
質
な
滞
納
の
場
合
に
は
、
給
水

を
停
止
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
納
付
期
限

内
の
お
支
払
い
に
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

上
下
水
道
料
金
の
請
求
は
　
　
　
　

　
　
検
針
月
の
翌
月
と
翌
々
月
に
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☆
主
な
新
着
資
料
の
紹
介
　
　
月
１１

一
般
書

「
お
初
の
繭
」　
　
　
　
　
　
一
路
晃
司

「
撃
て
な
い
警
官
」　
　
　
　
安
東
能
明

「
流
跡
」　
　
　
　
　
　
　
朝
吹
真
理
子

「
歌
う
ク
ジ
ラ
　
上
・
下
」
　
村
上
龍

「
金
閣
寺
の
燃
や
し
方
　
三
島
の
場
合
、

水
上
の
場
合
」　

　
　
　
　
酒
井
順
子

「
ぎ
っ
ち
ょ
ん
ち
ょ
ん
」　
　
群
よ
う
こ

「
稲
穂
の
海
」　
　
　
　
　
　
熊
谷
達
也

児
童
書

「
う
わ
さ
の
　
よ
う
ち
え
ん
　
あ
き
ば

【
開
館
日
】
火
曜
日
～
日
曜
日

【
開
館
時
間
】

　
月
～
３
月
　
午
前
　
時
～
午
後
５
時

１０

１０

☆
　
月
・
　
月
の
休
館
日

１１

１２

　
月
１
・
４
・
８
・
　
・
　
・
　
・

１１

１５

２２

２４

　
・
　
日

２５

２９

　
月
６
・
　
・
　
・
　
～
　
日

１２

１３

２０

２７

３１

☆
貸
し
出
し
冊
数
お
よ
び
期
間

図
書
は
１
人
　
冊
、　
２
週
間

１２

雑
誌
は
１
人
５
冊
、　
２
週
間

視
聴
覚
資
料
は
１
人
３
点
、　
１
週
間

こ
の
　
う
わ
さ
」　

き
た
や
ま
よ
う
こ

「
古
代
エ
ジ
プ
ト
も
の
が
た
り
」　
　
　

　
　
　
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ラ
ン
バ
ー
ト

「
ル
ラ
ラ
と
ト
ー
ラ
ラ
　
ク
リ
ス
マ
ス

の
プ
レ
ゼ
ン
ト
」　

　
お
く
は
ら
ゆ
め

「
プ
ー
さ
ん
の
森
に
か
え
る
」

　
　
デ
イ
ビ
ッ
ト
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
タ
ス

「
哲
夫
の
春
休
み
」　
　
　
　
斎
藤
惇
夫

　
月
・
　
月
の
図
書
館
行
事

１１

１２

《
親
子
で
楽
し
む
紙
し
ば
い
》

　
月
　
日
（
土
）　

月
　
日
（
土
）

１１

１３

１２

１１

い
ず
れ
も
午
後
１
時
半
か
ら

《
親
と
子
の
絵
本
の
会
》

　
月
　
日
（
土
）　

月
　
日
（
土
）

１１

２０

１２

１８

い
ず
れ
も
午
後
２
時
か
ら

《
雑
誌
の
リ
サ
イ
ク
ル
》　

　
月
　
日
（
土
）
～
　
月
　
日
（
日
）

１１

２０

１１

２８

《
ク
リ
ス
マ
ス
・
お
正
月
・
う
さ
ぎ
の

本
の
展
示
》

　
月
１
日
（
水
）
～
　
月
　
日
（
日
）

１２

１２

２６

チア男子!!
朝井リョウ
幼い頃から柔道に打ち込んで
きた大学１年の晴希は、怪我
をきっかけに柔道部を退部。
同じころ柔道をやめた一馬は
ある理由から、大学チアリー
ディング界初の男子のみのチ
ーム結成を決意する－。笑っ
て泣ける長編スポーツ小説。

しましま♪ニット小物
若森繁男
あなたの好きな「しましま」
がきっと見つかります！　大
人かわいいボンボンマフラー
と手袋、モノトーンのもこも
こケープ＆帽子など、色や糸
の組み合わせでいろいろ遊べ
る「しましま」な小物を集め
ました。

ねむいねむいねずみと　
どろぼうたち
佐々木マキ
ねずみが旅をしていたよ。１
日歩いてくたびれたねずみは、
どこかでぐっすり眠りたくな
った。すると、古い小さな小
屋を見つけて…。イラストレ
ーター佐々木マキの「ねむい
ねむいねずみ」シリーズ。
まどれーぬちゃんとまほうの
おかし
小川糸
プリン、ドーナツ、バウムク
ーヘン…。まどれーぬちゃん
がおかしを作って、かなえよ
うとする夢は？　おいしそう
なおかしがいっぱい出てくる、
おなかも心もいっぱいになる
物語。『小学二年生』連載作品
を加筆・修正して書籍化。

癌

贋

岩

雁

眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼

眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼

翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫

翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫

Ｑ
．
国
民
年
金
保
険
料
は
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
か
。

Ａ
　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付
し
た
全
額
が
所
得
税
・
市
町
村
民
税
の
社
会
保

険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
国
民
年
金
保
険
料
を
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
申
告
す
る
場
合
に
は
、
毎
年
１

月
１
日
か
ら
　
月
　
日
ま
で
の
間
に
納
付
（
納
付
見
込
み
を
含
む
）
し
た
国
民
年

12

31

金
保
険
料
の
額
を
証
明
す
る
書
類
の
添
付
等
が
必
要
で
す
。
こ
の
た
め
、
１
年
間

に
納
付
し
た
国
民
年
金
保
険
料
の
額
を
証
明
す
る
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保

険
料
）
控
除
証
明
書
」（
ハ
ガ
キ
）
が
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
毎
年
　
月
上
旬
に
被

11

保
険
者
の
方
に
送
付
さ
れ
ま
す
。
証
明
内
容
は
、
本
年
１
月
か
ら
９
月
　
日
ま
で

30

の
間
に
納
付
さ
れ
た
国
民
年
金
保
険
料
額
と
、
年
内
に
納
付
が
見
込
ま
れ
る
場
合

の
納
付
見
込
み
額
で
す
。
年
の
途
中
か
ら
国
民
年
金
に
加
入
し
た
場
合
な
ど
、　10

月
１
日
か
ら
　
月
　
日
ま
で
の
間
に
初
め
て
保
険
料
を
納
付
す
る
方
に
つ
い
て

12

31

は
、
翌
年
２
月
上
旬
に
同
様
の
証
明
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
国
民
年
金
の
保
険
料
は
、
被
保
険
者
本
人
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
世
帯
の
世
帯

主
及
び
配
偶
者
も
連
帯
し
て
納
付
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。
ご
家
族
の
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
し
た
場
合
は
、
そ
の
納
付
額
の
全
額
が
納
付
し
た
方
の
所
得
税

等
の
控
除
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、
年
末
調
整
等
の
手
続
き
の
際
に
ご
自
身
の
社

会
保
険
料
の
額
と
合
算
し
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保

険
料
）
控
除
証
明
書
」
に
つ
い
て
の
お
問
合
せ
は
、
控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

へ
お
電
話
し
て
く
だ
さ
い
。

　
控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
は
０
５
７
０
‐
０
７
０
‐
１
１
７
で
す
。

※
 一
般
固
定
電
話
の
場
合
、
市
内
通
話
料
金
の
み
で
ご
利
用
い
た
だ
く
こ
と
が

で
き
ま
す
。
Ｉ
Ｐ
電
話
等
の
方
は
、
０
３
―
６
７
０
０
‐
１
１
３
０
へ
お
か
け
く

だ
さ
い
。

父
子
家
庭
の
方
へ

　
平
成
　
年
８
月
１
日
か
ら
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
が
父
子
家
庭
の
父
に
も
拡

２２

大
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
に
、
父
子
家
庭
（
離
婚
、
死
別
等
で
母
が
い
な
い
家
庭
や
父
が
重
度

障
害
の
状
態
に
あ
る
家
庭
な
ど
）
で
あ
っ
た
方
が
、
平
成
　
年
８
月
以
降
の
手
当

２２

を
支
給
す
る
た
め
に
は
、
平
成
　
年
　
月
　
日
ま
で
に
申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま

２２

１１

３０

す
。（
　
月
　
日
を
過
ぎ
る
と
、
申
請
月
の
翌
月
か
ら
の
支
給
に
な
り
ま
す
。
）

１１

３０

　
手
続
き
、
詳
細
に
つ
い
て
は
住
民
福
祉
課
（
℡
　
‐
６
１
６
４
）
ま
で
お
問
い

８２

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

癌

贋

岩

雁
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眼眼眼眼眼眼眼

翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫

翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫



2010-11広報いで１１１５

★ごみは、朝９時までに出してください。
★カン、ビン、ペットボトル、発泡トレー等は中身の見える袋で出してください。
★「乾電池」は「カン」の日に、「カセットボンベ缶、スプレー缶」は「その他」の日に、それぞれ別の透明な袋に入れて出し
　てください。
★粗大ごみは、収集日の１週間前までに産業環境課へ電話予約（TEL８２‐6168）してください。（テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・ 
   洗濯機・エアコン・パソコンは除きます）
★テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・洗濯乾燥機・エアコン・パソコンは家電リサイクル品です。
※古紙等（新聞、雑誌、ダンボール・紙パックごとに分別のうえ）の収集は全地区毎週月曜日です。

その他
発　泡
トレー等

ペット
ボトル

粗大ごみビンカン燃やすごみ
 区　分
地　区 

水曜日
１１月１６日

１１月３０日
１１月１８日

１１月１１日

１２月９日
１１月２５日１２月２日火・金曜日

北 区

南 区

水 無 区

水曜日
１１月２３日
１２月７日

１１月１９日
１１月１１日

１２月９日
１１月２６日１２月３日月・木曜日

玉 水 区

石 垣 区

高 月 区

水曜日
１１月２４日
１２月８日

１１月１８日１２月２日１１月２５日
１１月１１日

１２月９日
火・金曜日上 井 手 区

水曜日
１１月１７日
１２月１日

１１月１８日１２月２日１１月２５日
１１月１１日

１２月９日
火・金曜日多 賀 全 区

※ごみ収集に関するお問い合わせは、役場産業環境課（TEL82‐6168）まで

し尿収集日程

収集区域し尿収集
区域番号収集日

西北河原、東北河原、南口、西北ノ代、東北ノ代、北口、西北組、東
松ヶ花、茶臼塚、新造、東北組、甚五郎谷⑨１１月１１日

１２月３日

阿弥陀寺、西南組、東南組、前川、立石、小払、岩倉、馬場崎、墓ノ平⑩１１月１２日
１２月６日

内垣内、奥西、帽子田、下川、判ノ地、石名田、高橋、谷村、宮ノ後、
天王山、蛇谷、粟岡、北赤坂、穴虫、南久保、浜、上ノ浜⑪１１月１５日

１２月７日

安堵山、起、佃、平山、新四郎山、中島、西垣内、中垣内、東垣内⑫１１月１６日
１２月８日

里、玉ノ井、西高月、東高月、清水、栢ノ木、中溝、西山、尾ノ山、山
縁、田村新田⑬１１月１７日

１２月９日
川久保、北玉水、辻垣内、野畑、山田、柏原、南玉水、久保、渋川、段
ノ下、扇畑、浜田、橋ノ本⑭１１月１８日

１２月１０日
梅ノ木原、野神、北猪ノ阪、南猪ノ阪、宮ノ本、西前田、北開、北溝、
南溝、下赤田、上赤田、鳥休、柴木田⑮１１月１９日

ごみ収集日程表（11月11日～ 12月10日）

日時/11月日時/11月2211日（日）【雨天決行】日（日）【雨天決行】　

午前9時受付開始、午前9時30分スター　　　午前9時受付開始、午前9時30分スタートト

集合/ＪＲ城陽駅東側、または木津川市役所玄関集合/ＪＲ城陽駅東側、または木津川市役所玄関前前

（スタート開始時間までに　　（スタート開始時間までに、、都合の良い集合場所へお越しください）

　　＊参加費無料・申込不要

コース/木津～城陽の約23㎞

　　　（自分にあった距離でウォーキングを楽しんでください）

持ち物/お弁当・水筒・雨具など

その他/詳細は、山背古道推進協議会事務局（℡56－4019）まで

山背古道とことんウォーキング
　秋の愁いを帯びた一日、山背古道をのんびり歩いて思い出を作りません秋の愁いを帯びた一日、山背古道をのんびり歩いて思い出を作りませんかか



住 民 カ レ ン ダ ー

行　　　　事曜月日
山吹体操クラブ・健康相談（午後１時半～３時、賀泉苑）
ペン習字教室（午後１時半～３時、いづみ人権交流センター）
ゆっくり学べるパソコン教室(午後６時半～９時、いづみ人権交流センター)

木
11/
11

大正琴教室（午前１０時～正午、いづみ人権交流センター）
太極拳教室（午後１時半～３時、いづみ人権交流センター）
天文台公開（午後７時半～９時、山吹ふれあいセンター)

金12

第３１回井手町文化祭（午前１０時～午後４時、自然休養村管理センター他）
親子で楽しむ紙しばい（午後１時半～、山吹ふれあいセンター図書館)土13
第３１回井手町文化祭（午前９時～午後３時、自然休養村管理センター他）
秋季軟式野球大会(井手町住民【有王】グラウンド）日14
心配ごと相談・行政相談（午後１時～４時、賀泉苑）
そば打ち教室（午前９時半～１１時半、午後６時半～８時半、いづみ人権交流
センター)

月15

井手玉川大学【社会見学】（午前７時４５分～、姫路方面）火16
育児相談(午前９時半～１０時半、保健センター)
あそびの広場(午前９時半～１１時、保健センター)
生き生きふれあいサロン【干支（うさぎ）の正月飾り】　（午後１時半～、玉
泉苑)

水17

ゆっくり学べるパソコン教室(午後２時半～５時、いづみ人権交流センター)
歴史学習（午前９時半～午後３時、木津川市方面）木18
手芸教室（午前１０時～正午、いづみ人権交流センター）金19
秋の健康づくりハイキング（午前９時～、ＪＲ玉水駅）
和太鼓教室【サークル】（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）
親と子の絵本の会（午後２時～、山吹ふれあいセンター）

土20

秋季軟式野球大会(井手町住民【有王】グラウンド）
山背古道とことんウォーキング日21
こころの相談室（午前１０時半～午後２時、いづみ人権交流センター）
ペン習字教室（午後１時半～３時、いづみ人権交流センター）
無料法律相談(午後２時～４時、玉泉苑）

月22

火23
料理教室（午前１０時～正午、いづみ人権交流センター）
人権講座（午後７時～８時半、いづみ人権交流センター）
和太鼓交流教室（午後７時～９時、自然休養村管理センター）

水24

健康教室（午前１０時～１１時半、いづみ人権交流センター）
手芸教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）
ゆっくり学べるパソコン教室(午後２時半～５時、午後６時半～９時、いづ
み人権交流センター)

木25

大正琴教室（午前１０時～１1時半、いづみ人権交流センター）
太極拳教室（午後１時半～３時、いづみ人権交流センター）
人権学習
（午前１1時半～正午、午後３時～３時半、いづみ人権交流センター）

金26

和太鼓教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）土27
井手町防災訓練（午前９時～、井手小学校・多賀小学校）日28
いづみふれあい学級(午後１時半～３時、いづみ人権交流センター)月29
手芸教室（午前１０時～正午、いづみ人権交流センター）火30
無火災デー防火パレード
料理教室（午前１０時～正午、いづみ人権交流センター）水12/1
山吹体操クラブ・健康相談（午後１時半～３時、玉泉苑）
ゆっくり学べるパソコン教室(午後２時半～５時、午後６時半～９時、いづ
み人権交流センター)

木2

子育てサロン（午前１０時～正午、玉泉苑）
２歳半歯科健診（午後１時～１時半、保健センター）
天文台公開（午後７時半～９時、山吹ふれあいセンター）

金3

和太鼓教室【サークル】（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）土4
日5

乳児健診・BCG(午後1時～1時半、保健センター)
　※BCGのみの方は午後２時～２時半にお越しください）
心配ごと相談・行政相談（午後１時～４時、玉泉苑）
手芸教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）

月6

こころの相談室（午前１０時半～午後２時、いづみ人権交流センター）火7
育児相談(午前９時半～１０時半、保健センター)
あそびの広場(午前９時半～１１時、保健センター)
料理教室（午前１０時～正午、いづみ人権交流センター）
人権講座（午後７時～８時半、いづみ人権交流センター）
和太鼓交流教室（午後７時～９時、自然休養村管理センター）

水8

山吹体操クラブ・健康相談（午後１時半～３時、賀泉苑）
手芸教室（午前１０時～正午、いづみ人権交流センター）
ゆっくり学べるパソコン教室(午後２時半～５時、いづみ人権交流センター)

木9

３歳児健診（午後１時～１時半、保健センター）
人権のつどい（午後１時半～３時半、自然休養村管理センター）
井手玉川大学【第５回講座】（午後１時半～３時半、自然休養村管理センター）
いづみふれあい学級（午後１時半～３時半、自然休養村管理センター）

金10

届出人赤ちゃん住所

翔 太 愛  夢 
ら む

田 中井手

博 大  倫 
たい り

外 山井手

智 結  愛 
ゆ あ

山 口井手

重 仁 美  桜 
み お

小 平井手

裕 樹 唯  織 
い おり

武 居井手

出張徴収
【多賀】

出張徴収【北・南】

まちのカレンダまちのカレンダーー
（11月11日～12月10日）

〈
婚
姻
〉

〈
出
産
〉

（９月２０日から１０月１９日までの届出分・敬称略）

（９月２０日から１０月１９日までの届出分・敬称略）

公共施設電話番号一覧
電話番号名　　称

0774－82－6161総　務　課
0774－82－6162企画財政課
0774－82－6163税　務　課
0774－82－6164住民福祉課
0774－82－6165高齢福祉課
0774－82－6166保健医療課
0774－82－6167建　設　課
0774－82－6168産業環境課
0774－82－6169上下水道課
0774－82－6171会計課
0774－82－6172議会事務局
0774－82－4333
0774－82－5700

教育委員会（学校教育課）
山吹ふれあいセンター（図書館・社会教育課）

0774－82－3380
0774－82－4112

いづみ人権交流センター
いづみ児童館

0774－82－3385保健センター
0774－82－3690地域包括支援センター
0774－82－2070泉ヶ丘中学校
0774－82－2119井手小学校
0774－82－2112多賀小学校
0774－82－2153玉川保育園
0774－82－2225多賀保育園
0774－82－4160いづみ保育園
0774－82－2232子育て支援センター
0774－82－4651環境衛生センター
0774－82－3617学校給食センター
0774－82－3838井手町まちづくりセンター椿坂
0774－99－4318町立デイサービスセンター
0774－82－3499老人福祉センター「玉泉苑」
0774－82－5059老人福祉センター「賀泉苑」
0774－82－3000京田辺市消防署　井手分署
0774－82－2001代 表 番 号井手町役場

「井手ねっと！ブログ」
参加者募集中

　井手ねっと！では、新規参加者をお待ちしてい

ます。井手町在住・出身の方、また、町外でも井

手町に興味がある方は大歓迎です。

　井手ねっと！（http://idenet.jp）で自分のホーム

ページ（ブログ）を作ってみませんか。

　ブログ開設のお申込は下記の電話番号まで。

＊お問い合わせは、井手ねっと！運営委員会事務

局（井手町企画財政課内　ＴＥＬ８２‐５２１２）まで

発行：京都府綴喜郡井手町役場
編集：企画財政課
井手町ホームページ

 http://www.town.ide.kyoto.jp/ 
E-mail：info@town.ide.kyoto.jp

妻夫住所

岩城　由加子辻井　 祐介多賀

窪山　 眞希飯田　 元樹多賀


